
経済倫理と企業倫理は、それに関して――とき

どききわめて集中的に――行われた論議から経営

経済学の準則において固有の専門領域が発展する

ことができたということを別にして、元来その内

容からいって常に経営経済学とその隣接科学の重

要なテーマであった。本稿のテーゼは、この問題

が過去において重要な方法的な基礎づけに欠けて

いたこと、すなわち、経済倫理は、一般的には哲

学との関連がなく、純粋な個人的な信条から展開

されたということである。哲学の今日における実

際的な展開、科学理論および重要な隣接科学との

体系的な連携によって、この問題に対してしばし

ば批判された欠陥はもちろん是正されるように思

われる――いままさにここに企業倫理の根拠づけ

の機会があるのである。われわれのテーゼの例証

に関連する文献を一覧すればわかるように、ポエ

シェル出版社（Poeschel Verlag）は、この論議

の展開に際しては経営経済的文献の分野において

再三再四先駆者として里程標を打ち建てた１。ポ

エシェル出版社は過去に「このテーマ」に係って

きたし、現在も常にそうである。

Ａ．中核的な区分

企業行動の道徳的次元はこれまで常に経済と社

会２に関する文献における一つのテーマであった

が、ちょうど20年以降ドイツにおいては企業倫理

という概念の下に再び継続的に論議されている３。

実際に一般的に行われている価値位置づけによっ

て形づけられた道徳（「管理者におけるエートス

と道徳」）４を詳細に検討することは当然のことで

はあるが、それ以上に倫理では、方法的に防備し

て、企業者の行動様式とその結果の道徳的性質に

関して根拠のある判断を確保するということが問

題になっている５。そこにおいては、行為の純粋

な効率証明はもはや十分なものではないのであ

る。企業はまた――一般的にいわれているように

――社会の「健全な生存」にどれだけ貢献するか

ということによってむしろ常に高く評価されるの

である。このテーマは、多くの言葉で論議され、

最近たとえば「よき企業市民（“Good Corporate

Citizenship”）｣６として強調されている。われわ

れの考え方――それは以前に取り上げられた――

によると、そこではつまるところ（企業内外の）

社会的平和が問題になっているのである７。

このような意味において、企業倫理は､経済秩

序の正当性問題（「体制問題」）および経済過程の

道徳的判断と一般的に密接に関係する経済倫理を

巡る以前からの論争の一部分である８。マクロレ

ベルにおけるこのような考察の下で、いまや企業

倫理の領域においては、個別企業がその依託され

た経済的任務とともにそれ特有の行為プログラム

から生じるコンフリクトを適切な倫理的原理との

関連の下で解決する９ためにいかなる寄与をする

ことができるのか、またしなければならないのか

ということが目下「中間レベル」においてますま

す大きな問題になっている。また個人的倫理とい

う意味で、企業内と個々の関係者間おける個人的

な相互交際というような「ミクロレベル」も、広

い意味で経済倫理的考慮の対象としてみなされな

ければならない10という点において、結局、倫理

は最終的には常に具体的な人間の行為の問題とし

ていまでも理解されているし、理解されてきたと

いうことが依然として考慮されなければならない

であろう。

そこにおいては、倫理には常に自己拘束という

形態――倫理違反がサンクションによって非難さ

れる11ということによって外部拘束に関して倫理

的な作用が行なわれるような正義とは異なって―

―が問題になっているのは当然のことである11。
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したがってまた企業倫理も、倫理的作用を、社会

的平和確保の場としての正義を支えるために、自

己義務に基づいて構築されることになる。このこ

とは、もっと正確に考察すると、次のような三つ

の部分的観点を意味することになる。

第一に大事なことは、合法的な正義を民主的な

法治国家においても首尾一貫して適用し、それに

よって倫理的な諸問題を減少させるということで

ある。正義は、多層にわたりしかも鋭敏な感受性

を備えている諸サンクション機構があるにもかか

わらず、正義を実践する際にはその妥当性は決し

て自ずから形成されのではなく、正義の規則が遵

守するに値するかどうかを考えないで、自由な判

断から正しいとみなされるような、非常に多くの

自生的な正義の仲間（その正義に信頼を寄せる市

民）にもまた常に依存しているのである12。第二

には、法的には、規定の不備があるところでは、

それを補完する自己義務が講じられなければなら

ない。典型的には、ここでは正義の取り扱いの限

界を巡る論議において、正義はしばしば長期間た

った後になって顕在化し、きわめて不精密である

かあるいはそれに関する法律が欠如しているとい

うことが指摘されている13。後者の要因は、グロ

バール化との関連で経済過程の制限撤廃以来、き

わめて重要な意味をもつにいたっている。ここで

多国籍企業にとって二重の倫理的責任がますます

増大する。すなわち、その一つは、企業戦略の領

域において環境的調和と社会的調和を考慮するこ

とである。もう一つは、政策的分野において他の

責任部署と共同することによって世界の平和秩序

に貢献することである14。第三には、最終的には、

現行規定が（もはや）コンセンサス不可能なもの

として明らかになったときには、現行法秩序を批

判し公正な持続的発展を図るという自己義務がま

た必要とされている。したがって、特に発展途上

国において常に一つの問題となっていることでは

あるが、法体系に非倫理的で無理な要求がある場

合には、企業にはまた当然にそれらを解明し、そ

こから解放する職能があるのである。

Ｂ．企業倫理と経営経済学：その100年にわたる

挑戦

企業倫理の意義が特に重要になってきたのは、

とりわけ、企業がその実践において世界的に問題

となっていると思われる道徳的な正当性の証明を

どうするかという強い要請によるものである。企

業倫理へのこのような要請は、まず、第一に理論

的な構想としてではなく、実践的問題として理解

されなければならない。その鍵となる重要な年代

として、ここでは1986年が挙げられるであろう。

1984年12月３日のブォパール（Bhopal）の大惨

事のちょうど一年後に生じたイラン化学工業の広

範囲にわたった多くの事件ばかりではなく、1986

年４月26日のチェルノブル（Tschernobyl）原子

力発電所の超大惨事と1986年１月28日のチャレン

ジャー（アメリカのスペースシャトル２号機―訳

者）の宇宙旅行室のセンセショナールな爆発は企

業に対する社会の信頼を喪失させた15。それ以来、

金銭の洗浄と財務スキャダル、恥を知らない宣

伝・マーケティングの手法、環境保全手段の欠如、

とりわけ発展途上国における人権遵守と生産での

社会的基準の遵守の不十分性、人事管理の領域か

ら生じる策略、その他多くの事例といった、企業

管理を巡って倫理的に疑わしいすべての行動形態

に対して社会は非常に敏感になってきた。厳密に

いえば、このような例証がなければ、企業者行為

の倫理的問題が実践的に非常に重要になっている

事態に関して、経営経済的専門機能や管理機能は

依然として存在しないのである。その際、倫理問

題への関心の高まりに強く影響されることによっ

て、この問題は当該企業のレベルばかりではなく、

事業領域レベルや企業レベルに関する経営者の個

人的責任から産業連合とグローバルな制度にいた

るまでの多くの経済的に重要な場で注目されてい

るのである16。ドイツの経営経済学は、国際的な

学問的理解とは異なって、確かに今日にいたるま

でこの実践的な挑戦を経営経済学それ自体にとっ

て重要な問題領域を認識し、その挑戦を正当に評

価することは困難な状況にあるのである17。

最近100年の経営経済学の科学史を概観してみ

ると、経営経済学は倫理に対する関係と経済倫理

に対する具体的な関係を十分に省察し解明しなか

ったという印象が得られるのである。そうだとす

れば、倫理的－規範的考察を学問体系に統合する

個々の研究は多くの場合失敗するであろうと判断

される18。このようなことは、特に企業は、「経営

共同体」の学問という意味において、その上位に

ある価値秩序と生活秩序の部分として理解しよう

とした1920年代と1930年代の大学の経営経済学教

師にあてはまるものである19。国民社会主義（ナ

チス－訳者）の支配秩序におけるその不運な歴史
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の経過20によって経営経済学の倫理的方向づけの

あらゆる側面にわたった広範囲な倫理的研究にそ

の信用を失墜させるまでの疑問をいだかせる契機

が生じることになったと思われる21。

このことは、典型的には、ポエシェル出版社に

おいて1954年に再度刊行されたシエーンプルーク

（Sch‥onpflug）の研究に関する反応で実証される

であろう22。1933年のその初版の際には、センセ

ーションをまき起こすものとして評価されたにも

かかわらず、カール・ハックス（Karl Hax）は

その書評において、「シエーンプルークの叙述は

極端に主観的であり、ニックリッシュ（Nicklisch）

は彼のアイドルであり、（同じ立場には－訳者）彼

の他にはライトナー（Leitner）がいるだけであ

る。他のすべての学派を代表する者は、彼らには

健全な意志がある程度認められるにもかかわら

ず、この問題に対しては精神的に成熟しておらず、

その上世界観的な点においてはどことなく曖昧で

ある」23というハンス・ザイシャープ（Hans

Seischab）に依拠して一瞥だにもしなかった。ハ

ックスは、方法的に不精密と認められ、イデオロ

ギー的に脚色されたシエーンプルークの分析に対

する辛辣な批判をきっかけに、経済科学における

倫理については低く評価するというような原則的

な判断を下した。それは次のようである。「科学

的研究で倫理的および経済的視点が混和している

ことは通常専門学科の成果にとっては利益にはな

らない、哲学的―倫理的叙述にはしばしばかなり

の道楽的性格があり、したがって固有の経済的問

題の解決にはほとんど役には立たない」、という

のである24。

このように倫理的なものとエデオロギー的なも

のを同じものとする考え方は今日まで残念ながら

経営経済学の広い領域において依然として残って

いる。確かに著名な経営経済学の代表者も経済に

おける倫理の問題についてたまたまその見解を表

明するか、あるいはそれを哲学へ結びつける不可

欠性を追求する25が、概念上包括的に構想された

経済倫理的アプローチは、どちらかというと、経

営経済学においては少なくとも1970年代までアウ

トサイダー的な意義に留まっていた。そうするう

ちに、特に1950年代においては、カトリック教の

社会論における社会原理（人格、連帯、支援）に

基礎を置くヴェルヘルム・カルェラム（Wihlhelm

Kalveram）のアプローチあるいは同じようにカ

トリック教の社会論に基づくギドー・フェシャー

（Guido Fischer）の経営経済学を社会存在論的に

確立しようとする構想は、戦後の時代に支配的に

なったグテーンベルク学派にはなじむことはでき

なかった26。経済倫理的構想は生産理論的パラダ

イムと対峙して「非科学的である」という疑念に

さらされたのである。それにもかかわらず、さら

にホルスト・アルバッハ（Horst Albach）は、

フェシャー の死の直後、彼を経営経済学の著者

のうちの巨人として評価し、その業績を覚え書き

において明確に称賛した。アルバッハは、たしか

に初期には、「経営経済学の方法的な中心点に人

間を据え、企業を人間関係のネットワークを備え

た社会的機構と理解しよう」27としていたのでは

ないか、と思われる。

1960年代に始まった経営の社会的機能、労働界

の人間化および意思決定構造の民主化に関する論

議は実際には同様に規範的な指導観念によって方

向づけられていた28のはたしかではあるが、方法

的な根拠づけの試みは批判的合理主義が優位にな

ったことによって多くの場合失敗に終わってしま

った29。批判的合理主義は「価値判断」を科学的

に取り扱うことができる言明の範囲から除外し、

せいぜいのところ一定の堅固な基準に基づいて研

究することができる（「架橋原理」）30ところの、

単なる主観的な信念（基礎－価値判断）の領域に

あると指摘した。これに対して、方法的に厳密な

意味における科学は適切な仮説の樹立と験証によ

る事実言明の確立に限定されるのである31。「知識」

というものは論理的には存在言明からのみ成立し

得るものである32から、当為命題に関する方法的

省察としての倫理はこのような科学理解とは体系

的に相容れないという。したがって、経済倫理は

定義上非科学的なのである。そのために、あらゆ

る年代の経営者学者は拒否的になるまでこのテー

マに対して疑惑をいだいているのである33。

それにもかかわらず、企業倫理というテーマが

1980年代において経営経済学の文献に改めて浮上

したとき、このことは大多数の経営経済学者の統

一的見解というよりはむしろ直接的な実践問題の

解決に迫られたことによるものである。ここでも

相変わらず企業倫理の領域の取り扱いに関しては

抑制的態度が支配的であるのは明らかである。そ

の際興味あることは、総合大学よりも専門単科大
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学の方がはるかにこの態度が大胆であると思われ

ることである34。そこでは、根拠づけが十分にで

きないという常に繰り返される非難の他に、今日

では確かにどちらかというと、流行となっている

ところの、経済的な（‥okonomische）理論形成に

立ち返って経営経済学をそれに肯定的に結びつけ

るのが中心的な役割となっている。このようなこ

とに基づけば、企業倫理はその専門領域からする

と三重の点に収斂し、それらはいわば「外生的要

因」と規定される。

１企業倫理は経営経済学の対象ではなく、規律

を取り扱う研究部門の領域にあり、そして科学的

道楽を回避するために経営経済学以外のどこか他

の領域―できれば道徳と倫理に関係するが、決し

て経営経済学の領域ではないところの哲学、キリ

スト教的共同体論、教育学あるいはその他の社会

諸科学で研究されなければならないであろう35。

２このような諸学科から常に生じてくること

は、たしかに、経営経済的問題の単なる外生的な、

したがって専門外的な――すなわち繰り返せば、

道楽的な――解説として理解されるであろう。こ

の見解は、企業は内生的な理論理解に従って競争

経済の経済的および法的活動規則の単なる執行機

関であると誤認しているのである36。そこには、

倫理的考慮に対する自由な余地は体系的にはまっ

たくないのである。（いわゆる）倫理が作動して

いるところでは、これはせいぜい経済的法則の誤

認に基づく個人的な信念の表れであろう。

３われわれが経済倫理的および経営倫理的なも

のとして特徴づける現象は、そのうえ、経営経済

学の視点から単純に経済的問題として解釈されて

きたし、またされなければならないものであった。

買収が問題になるであろうが、それはまさにまた

経済的手段でもって克服されるべき経済的問題で

あるということについては、何人にも異存はない

であろう37。したがって、上述の問題は徹底的に

論じられることになるが、それは倫理学の方法

（このような研究は依然として若干の哲学者の仕

事であろう）ではなく、個人的な利益計算の手段

に関する方法によって取り扱われるのである。

Ｃ．経済倫理から企業倫理へ：経営経済学の挑戦

このような、一見したところでは経営経済学か

らの倫理的省察の強制的と思われる排除によっ

て、――何人も認めている――実践的問題に一般

的に理論的拠り所を見出してきた企業倫理が少な

くとも何処か他の所で適切にテーマとして論じら

れるかどうかという問題が提起されるのである。

経済における倫理に対する当該出版物を批判的

にみてみると、その際これらの出版物は永い期間

にわたって非常に偶然的であり、不十分なもので

あった、ということがわかるのである。支配的な

テーマはむしろ「資本主義の倫理」38の原則的問題

と「経済学と哲学」の意味合いをもつ社会的市場

経済の規範的な基礎39にグループ化され、したが

ってそこでは経済秩序の倫理的な基礎（マクロベ

レル）が重点的に論じらていて、またそのことは

「経済倫理」の概念の下で原則的に論じられなけ

ればならないと思われる問題に関するわれわれの

これまでの考え方に影響を与えたのである。多く

の部分において、この論議はプロテスタント的な

社会倫理とカトリック的な社会論の著作から影響

を受けている。たとえばこれには、――ウォスバ

ールト・フォン・ネール－ブロイニング（Oswald

von Nell－Breuning）40の多くの著作をまったく

度外視しても―その指標となるゲオルク・ヴュン

シュ（Georg W‥unsch）の『プロテスタントの経

済倫理』あるいは『経済の秩序と形成』に関する

ロサー・ロース（Lothar Roos）というような、

種々なタイトルをつけた著作がある。ここではま

た特に、社会的市場経済の精神的創設者は倫理的

に動機づけられた――多くの場合にキリスト教的

に――競争原理の根拠づけと背後関係をその考察

の中心点においていたことが強調されなければな

らない41。

他方、倫理は古典的道徳論の伝統の下にある多

くの論文において提起され、倫理に関しては個人

的責任に還元されるということから、多くの倫理

的な応訴においてはもっぱら行為する個人が考察

の中心になっていたし、現在でもそうである（ミ

クロ的レベル）。このような意味において、特に

カトリック的な社会論では永い間説得的な企業理

解は展開されず、経済的な関係は個人化され、企

業者と労働者の関係に偏に集約された。このよう
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なことからその当該回勅（カトリック教皇の教書

のようなもの―訳者）は、市場経済的秩序の諸制

度――企業を含めて――が本来ならば十分に考慮

されるべきであるが、それもなく、たいていの場

合正当な分業、正当な利子、正当な賃金あるいは

その他の個別的なテーマといった問題で構成され

ている。第二回のヴァチカン会議（1962年―1965

年―訳者）の結果ここにおいて初めて、秩序倫理

との関連で、依然として当然キリスト教的な格率

によって特徴づけられる（企業の）管理的倫理か

らの個人的な転換が不可欠なものとして見なされ

たし、またいまも見なされている42ところの、（社

会的）市場経済とその構造条件を是認するという

考え方が展開されたのである。このような論議に

対する特徴的なものは、たとえば、ロース／ヴァ

トリン（Roos/Watrin）の『企業者のエートス』

あるいはアルフレト・クロゼ （Alfred Klose）

の『企業倫理』というような出版物である43。

このようにマクロレベルおよびミクロレベルで

展開された諸テーマには、明らかに経済科学的問

題と倫理的考察との結びつきがあるが、その分析

（中間レベルでの）の視野では自主的な道徳的役

割を果たすものとして企業は正確にほとんど考え

らてはいなかった。したがって、企業倫理面が永

い間の正当な経済秩序と個人倫理的な責任に関す

る問題の盲点を示してきたというテーゼが提起さ

れるであろう。この欠陥を解明するために、伝統

的には、経済の秩序水準の下に市場命令を遂行す

る機関としてのみ企業があるという見解に従った

新古典的な競争理論からの「脱組織的」なコンセ

プトが重要な役割を果たすであろう。その点にお

いて、倫理的問題を両極の一つに短絡的に位置づ

けし、固有の倫理的調整可能性をもつ制度とての

企業を軽視していたのは明らかである。このこと

はもちろん当然に新古典主義固有の競争理解と関

連しているのである44。

しかしながら、企業自体が実践において道徳的

コンフリクトとそれへの挑戦の場になっているこ

とに応じて、一方においては秩序問題へこのよう

な挑戦が集中化したことと、他方においては責任

が個人に収斂されるという考え方が問題となっ

た。このことは、企業ベレルへの問題の推移がま

ったくの偶然ではなく、システム的な過程を示し

ているときには、さらに一層当てはまるのである。

このような意義の増大に対して論議された多くの

根拠から、次のことが強調されるであろう。１多

国籍企業はグローバリゼーションの過程において

重要な政治的―道徳的な役割を果たしている45。

２さらに、正義だけが、現代経済の複雑性と個別

独立化に直面して発生するコンフリクトの平和的

解決の任務を正当に評価する状況ではなくなって

きている46、ということが指摘される。このよう

な展開にともなって同時に、経済的行為によって

提起された倫理的問題を総括的に取り扱うために

は、経済秩序面だけが不可欠であると同時に十分

な場であろうとい考え方は根拠のないものとな

る。

さらにそれのすぐ後に生じる問題点は、経営経

済学にとって外生的な学科――国民経済学を含め

て――は、一般的に企業倫理の潜在的な問題を適

切に処理する状態にあるかどうかどうかというこ

とである。このことについては以前からそうでは

なかったように思われる。このテーゼについてい

いば、企業倫理規範の展開と遂行おいては、倫理

的省察、つまりここでは（多くの場合行われてい

る）企業経営の前提、機能様式、手段とその結

果の倫理的省察の適用領域を熟知することが必

要とされている。ここで、以下でさらに明らか

になるように、きわめて多岐にわたる経営機能

が認められなければならないきわめて複雑な分

業的過程――それにおいては、倫理的要求に精通

することが重要である――が問題になる47。

倫理的視点と経済的視点を以上のように統合で

きるようにするためには、まず、第一に企業管理

の適切な運用モデルが必要とされる。この関連に

おいて、新しい経営モデルに関わる実践的な努力

をみてみると、経営経済学よりも他の学科では、

企業倫理に対し低次元の批判に基づいて総合的な

解決アプローチを起草できることだけは確かであ

るのが直ちに明らかになるであろう。経営経済学

は、企業倫理の展開、その根拠づけと遂行を巡る

実践的に重要な問題領域を熟知するために真から

当惑している学科なのである。ここで経営経済学

は、それがわれわれのテーゼなのであるが、すべ

ての関係学科の学際間の緊張を緩和する「調整中

心点」にならなければならないのである。それが

われわれのテーゼである。
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したがって、企業倫理に要求されていることは

規律に関することを経営経済学で公開することで

ある。このような公開はもちろんイデオロギー的

に予め決定されたことあるいは任意的な理論的

「設定」に依存するものではなく、――さらに以

下において示されているように――それに関連す

る実践（あるいは諸実践）の行動や方向づけの必

要性から体系的に根拠づけられるし、また根拠づ

けられなければならない。このことに成功すると、

企業倫理に対する要請は、方法的にはもはやいわ

ゆる経営経済学の「社会科学化」の危険を指摘す

ることによって拒否することはできないのである48。

そうするとまた、一つあるいは他の公理に基づく

問題処理の発端を任意に「選択」することはもは

や問題にはならない。このようにして、相互に異

なる規律上の視点が自由に提起され論議されて、

その結果、「仮説に従った」企業倫理は重要では

ないとして除去されることになる。

その際には、企業者行為の直接的な実践には財

とサービス供与の能率的生産の技術的次元だけが

包含される、つまり能率は経営経済学の重要な内

容的基準であるということだけが問題になってい

るのではないということが「積極的に」提示され

ている。むしろこの実践には常にまた企業管理の

すべての行動に密接に織り込まれている政治的次

元が含まれているのである。その際この次元の内

部において、企業倫理というテーマにとってきわ

めて重要であるのは、一定の私的な特定の利益の

単なる遂行を意味する（「ミクロ政策」）強権政策

的経験と、その際に企業倫理の純正な任務として

の企業戦略において社会的コンフリクトの平和的

解決に対する企業の寄与が問題となる倫理政策的

経験をもう一度識別されることであろう。したが

って、（社会的）平和はわれわれの専門学科では

第二の意味基準であり、能率基準の上位に体系的

に位置づけられる49。

このように企業倫理に固有な実践から得られた

意味の確立とその根拠づけについては、われわれ

の考え方では、方法的にみると有効な選択の余地

はないのである。特に、その目標の専門内の（自

主的な）構成は不可避的にそれぞれの科学的学科

を根拠づけにおいて克服しがたい困難に陥れるの

である。科学に、実践を支え改善する任務が付

加されるときにのみ50、この根拠づけの問題は回

避され得るであろう。

Ｄ．企業倫理の根拠づけ問題：信念から実践的理

性へ

このような意味をもつ実践的な基礎の背景に

は、どの程度まで経営経済学はその科学歴史にお

ける倫理－政策的次元での研究で合目的的な――

そしていまいわゆる社会的平和を支える――提案

を行ってきたかどうかという問題が提起されてい

る。

倫理的―規範的経営経済学の展開に関する初期

の研究は、相互主観的にあとづける根拠づけの努

力というよりはむしろ主観的－信念的な性格によ

って特徴づけられる。その基礎は原則的に批判

的－再構成的な関連によって当該時代の実践的な

哲学と結びついていたのではなく、手打ち的な妥

協的決着によって欺瞞の哲学的イデオロギーある

いは主観的信念の解釈と結びついていたのであ

る。たとえばこのことは、経営をある面において

不適当なその人生格言をもって覆うとした独善者

としてのデートリッヒ（Dietrich）にあてはまる。

シェアー（Sch‥ar）は一般化が可能な倫理よりは

むしろその私的な道徳的考慮から出発したし、ま

たニックリッシュは自発的な基礎に基づく人間共

同体の形而上学的な本質観によってその体系を構

築した51。その他に、これに対して「共同経済的経

済性」というきわめて道徳的に内容豊かな原理の主

張者であるシュマーレンバッハ（Schumalenbach）

は断固として「あらゆる根拠づけの努力を控えめ

にし――彼に、周知のように、多くの理論のもち

あわせがなかった――、そしてその目標は実用主

義的－技術論的な形成を推奨する「技術論」

（Kunstlehre）として貫徹しようとした52。

したがってリゾヴスキー（Lisowski）は、正当

にも、1950年に倫理的－規範的経営経済学の哲学

的無関心について次のような決定的な厳しい判決

を下している。「経営経済学における規範的な、

あるいはより正確には規範主義者の見解に追従す

るこれらの多くの者は、その意見表明をいわばナ

イーブに行なったのである。つまりその際に生じ

てくる科学理論的問題とその帰結の意義および複

雑性に関する知識がなかったことと、それらには

しばしば関心と理解能力が欠如していたと思われ

企業倫理－ドイツにおける経営経済学の100年48



ることである」53。

規範的経営経済学の歴史的アプローチの性格決

定に際してドグマ的な考え方について言及するな

らば、このような考え方とは異なって、非ドグマ

的な観点から出発しても根拠づけを行うことが

できるという主張が改めて当然示唆されるのであ

る。したがって、経営経済学の哲学上の現在の論

議への関連可能性に対する前提として、一方にお

いてはわれわれの専門学科においては、倫理的考

慮が認識論的に不可避的に個人の信念に追い込ま

れるという考え方が放棄され、他方においては、

現代哲学によって、批判主義、相対主義および懐

疑主義に関する一般的な潮流とは別に、倫理的判

断の理性的な根拠づけの可能性への道を立証する

解答もまた与えられなければならないのである。

その際、批判的理性の見解に関する中心的なも

のとして認容されることは、倫理的規範は演繹的

な根拠づけ概念の原則に基づいては正当化され

ないということを了承することである。演繹的な

根拠づけの限界は、ハンス・アルバート（Hans

Albert）によって、ミュンヒハウゼン（伝説上の

ほら吹き男爵―訳者注）の寝物語として特徴づけ

られた状況と同じく周知のごとく以下のように辛

辣に記述されている。すなわち、そのような根拠

づけは、――少なくともその信念によれば――経

営経済学においても広く波及している批判的合理

主義によって価値自由原理の擁護のために行なわ

れたと54。

したがって、企業倫理に関する討議は哲学的に

有意な方法で実践的に具体化する代替的な根拠づ

けの概念が導きだされるかどうかという問題とと

もに成立し、そうでなければ消滅する55。企業倫

理の根拠づけの目標についていまだに効果があ

り、われわれの専門学科におけるこれまでのアプ

ローチに対する批判を克服できる現実的な解答

は、「無」からは「肯定的なもの」何も生じない

から、ここでは「思考的な零点」で始まってはな

らない（そしてそうでなければならない）という

方法的な構成主義によって述べられた見解にあ

る。それは確認された生活上の経験の再構成を示

唆しているように、むしろ最初に範疇的な区別が

行われなければならないのである。したがって第

一に、企業倫理が無意味に設定され得ることなく、

基礎的な範疇として、「行為」の概念を導入し、

それを単なる「振舞」から区別されなければなら

ないのである56。その際、目的志向的営為として

の「行為」は（行動）目的ないし目標の次元を示

している57。ここで目的コンフリクトの合理的な

解決の可能性に対する興味ある問題については、

これとの関連において、生活実践上の根拠づけの

行為の再構成から、つまり一方においては単なる

「意見」と他方では「知識」から生じてくる多様

な区別の見解の判別が重要である58。その区別は

論証過程の結果としての正当な理由にあるので

ある。

このような手続が行われると、その結果として

倫理的な根拠づけもまた可能となるようなプラグ

ラマ的な理性概念が再構成される。その理性概念

は包括的なものであり、単なる演繹的な根拠づけ

の理解とは異なっている。というのは、その概念

はあらかじめ意味論的な水準で規定され、推論さ

れるのではなく、実践的な論証過程においてはじ

めて構成されるからである。われわれが「理性」

と呼称するものは、原則に基づきながら理性文化

の再生をめざすわれわれの（討議）行為によって

常に新しく再帰的に創り出され、事前的で一回か

ぎりの、「外部から」のみ適用されなければなら

ないというような普遍妥当的な基準によって直接

的に規定されないのである59。この意味において、

理性は「内部的なもの」であり、生活状況におい

て常に新たに有効な意義をもってくるような人間

の判断力から生じるのである。理性というこの言

葉で表現できると思われるものが実践的に確実に

経験されなかったときには、理性として何も規定

されないのである。

だから、論議的論証概念は生活実践的なものか

ら再構成されなければならないのである。ロイケ

ン（Lueken）はこれについて典型的に述べてい

る60。論議的論証は――彼の提案はそのようであ

る――コンセンサスにおける問題点の克服という

目的のための論争に関連している象徴的な行為で

ある。その際、生活実践上相違する経験は、論議

的論証に支えられたコンフリクトの取り扱いが納

得で根拠づけられているからこそ、それ（その取

り扱い―訳者）は、権力行使とは異なって、安定

した社会的関係を実現できるという主導概念とし

てのコンセンサスと結びつけられるのである61。

すなわち、正当な根拠に対する認識が、われわれ

長岡大学紀要　第２号 49



は実際に論議論証する（そしてそれは単にレトリ

ック的に行われるのではない）ときに、よりよい

証明に自発的に賛同しなければならないという意

味においてわれわれに必要とされるのである。つ

まり、それは認識もまた社会戦略的に（肯定的な

いし否定的な刺激によって）創り出されてはなら

ないということを示している。認識はコンセンサ

スの理性的な中核をなしている。論議論証過程か

ら（生じ得る）結果としてのコンセンサスは――

自由であるばかりでなく、また一般的であるかぎ

りにおいて――ローレンセェン（Lorenzen）とと

もに社会的平和として特徴づけられるのである62。

このようなプラグマ的な理性概念によって、明

らかに演繹的な根拠づけ概念の二つの中心的な

前提は止揚され、それによって手段コンフリクト

のみならず目的コンフリクトに関する理性的な解

決がオープンになるのである。演繹的な解釈方法

よると、根拠づけはまさに一定の規則に従って進

められる論理的推論（演繹的―モノローグ的な三

段論法）で行われている。実践的な理性概念では、

論理的推論の代わりに（言語的な）行為としての

論議的論証、規則の代わりにコンセンサスという

目標が生じてくる。したがって、演繹的な根拠づ

け概念はプラグラマ的な根拠づけ概念の下位範疇

なのである。

プラグラマ的な理性概念に基づけば、談話倫理

的な直観（先入見をもたないこと、強制的であい

こと、非説得的であること、専門的知識能力、等）

は――カムバーテル（Kambartel）の提案に従う

と63――いまでは問題なく、非演繹的方法におい

て生活実践上の経験でうまくいっている論議的論

証の解釈として再構成され、たとえばアペル

（Apel）の場合もそういっているように、談話の

理想的な「可能性の条件」という意味において先

験プラグラマ的に導きだされる必要はないのであ

る。このような実践的―経験的に支えられた非理

想的な概念の再構成は、一般的になっているあら

ゆる種類のユートピア非難と理想主義非難に対立

する理性倫理と平和倫理としての企業倫理を強固

にするのである64。この再構成によって、同時に

基礎となっている実践が具体化されるそれぞれぞ

れの倫理の道徳的土台を参照することが指示され

ているのである。この点では「道徳に関係のない

倫理」はあり得ないし、また実践関連が不十分か

それに欠けている場合には、それに基づく適用問

題はあり得ない65ということが、ハネカンプ

（Hanekamp）ともにいうことができるのである。

倫理的アプローチで「適用問題」が浮かび上がる

かぎり、以上のことはいわば（倫理を取り扱う際

に－訳者）無条件に宣告された判断基準であろう。

適用問題は、その関連特殊的な前提が考慮され

るときに、企業倫理（他の理論的領域において

も同じように）において当然生じてくるのであ

る。ハネカンプはこれを――そういっているよ

うに――まず、第一に談話を構成する関連不変的

な（本質構成的な）仮定から区別する66。これに

対して関連特殊的な仮定は特殊な歴史的な適用関

連、たとえば企業倫理のそれに関係している。た

とえばこれには、そのときどきの現行の経済秩序

とその関連施設、法律の統制限界の現状とそこか

ら生じる重大な結果の予測がある67が、すべてこ

のような問題領域については、適切な知識が理論

的方法に基づいてそのたびごとにまず習得されな

ければならない。

以上のような簡単な叙述によって、方法的－構

成的な理解に従って、企業倫理は確証された実践

の経験に基づいて出発しなければならないという

ことが（おそらく）明らかになったであろう。こ

のような経験的事実に基づいて、どのようにして

われわれは経済行為をしようとするのか―いかに

してわれわれは単純に（歴史的に偶然に）経済行

為をしないかについての基本的な方向が継続的に

与えられるのである。道徳的基礎をこのように解

釈することによって、一方では存在から当為への

短絡が行われなくなり、他方では無批判的に当為

が存在と対峙させられないことになる。ここでは、

――ローレンセェンの主張では――理想主義と現

実主義の根拠づけ方法が問題になっているのであ

る68。

われわれが提案する以上のようなプログラムに

よって、いまや企業倫理を批判的であるが非随意

的で非ユートピア的に定式化する新しい研究を行

うことができるのである。その結果、倫理的－規

範的な経営経済学に対するこれまでの提案の根拠

づけに関する明らかな欠陥を除去することできる

のである。哲学的に時代に順応したこのような企

業倫理のコンセプトをどのようにみるかについて

は、われわれは多くの場で、特にポェシェル出版
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社の刊行物においてもまた詳細に論述した69。企

業者の行為プログラムとその実行がコンフリクト

になるかあるいはそうなる可能性があるすべての

場合においては、企業においてまたその利害関係

者との対話志向的理解が重要になる。論議的論証

が成就したときの一般的な経験はそのとき特に企

業倫理として、したがってまた企業者の実践の一

部として同様に経験可能なものとなる。その際、

企業は、上述した関連特殊的な仮定が十分に明ら

かにされ、そしてそのように想定されても何ら支

障のないところの、合法と認められた市場経済関

連において行動することが当然のこととして前提

されている70。

Ｅ．企業倫理対企業者倫理

経済倫理と企業倫理を取り扱う伝統的な論文は

道徳的責任をほとんど企業者のみに負わせてい

る。このように倫理的責任を企業のトップに個人

化することは、なかんずくキリスト教的共同体論

との関連で生じた出版物の表題に明らかに表れて

いる71。このような個人化の理由を問題とするな

らば、中央集権的な一人の－俳優－モデルが20世

紀において長い間企業者的運営モデルの基礎にな

っていたということがたしかに一つの役割を果た

している72。すべてに目を配り統制運営するため

に、経済的有効性、法的規則の遵守と企業者的行

為の倫理的適性に責任を負わされているのは、後

年にトップマネジメントともいわれる企業のトッ

プにいる企業者なのである。企業倫理はこのよう

な背景からしばしば家父長的な企業者－倫理と理

解されていた73。

大規模経営において生産過程が一層複雑にな

り、そして企業環境の不確実性が増大するにつれ、

責任に関するこのような中央集権的な理解の限界

が1960年代以降明らかになったのは当然のことで

ある。確かに有効性と能率という経済的視点につ

いてこのようにいうことができるが、このことは

さらに企業倫理の観点からますます重要なものと

なった。中央集権的な運営モデルはまた倫理的視

点の下でも挫折したという証拠はおそくとも1980

年代に複雑な構造もつ企業において重大な危機と

大惨事に陥った際に挙げられている。このような

危機の原因として、いわば各々の次元の個人的な

責任が複雑な構造においては見通すことができな

いほどに拡散し、最終的には完全に消滅するとい

わなければならないところの、「組織化された無責

任」という現象が原則的に注目されるのである74。

このような危機を孕んだ現象から生じてくる帰

結は、これまで継承されてきた道徳的自己義務も

有効にそして企業に本来的に委託されている経済

的任務と調和するように知覚するために適切な運

用モデルを探求することであった75。その際これ

までは、最近になって初めてきまって「統合モデ

ル」と対立させられる「遵守－モデル」が実践化

された76。ドイツの銀行業領域において経済的に

不法な行為を阻止するために一般化している指導

姿勢を表している純粋な遵守－モデルは中央集権

的な遂行－哲学に結びついているのである。トッ

プにおいて定式化された倫理的原則は、組織命令

によって、下位層レベルに順次に委譲される。そ

こにおいては、標準化された教育訓練によって調

停し、その厳守を統制し、承認される77。

「監視と承認」のこのようなモデルはきわめて

不十分であり、内容的に変更されなければならな

いということは、もちろん実践においては明確な

ものである78。つまりこのモデルはトップマネジ

メントの情報収集と情報処理能力を過大評価して

いるばかりでなく、また従業員の倫理的な自己責

任を脆弱化し、さらに自分自身にとっても倫理的

に問題であるような逃避的な行為するようになる

のである79。要するに、倫理的にはみせかけの、

アージリス（Argyris）の古くから知られている

統制パラドックスが生じるのである。レヴィ・ス

トラウス（Levi Strauss）社の最高経営責任者で

あるボッブ・ハース（Bob Hass）は「われわれ

は、あなたは倫理的行為を組織に強要することが

できない、ということを知っていた」80というコ

メントをもってこの問題の重要性を指摘した。

したがって、遵守－アプローチには限界がある

という実践的な経験から最近では統合モデル構想

の優位性と、それにともなって従業員を倫理的な

自己義務の過程に最初から組み込むことが元来不

可欠であるということがいわれている。従業員は、

倫理的に重要な状況を適時に認識して、テーマ化

し、その解決の提案が意思決定過程に提案し、そ

れによって具体的な方策が講じられることによっ

て、倫理的な論議論証過程を積極的に担い、その

過程を形成しなければならないのである。以上の
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ような参加によって――可能な限り広い側面から

――目標とする倫理が定着するという見解が生じ

てくる。ボッブ・ハースはこの関連において、レ

ヴィ社の場合、倫理的方向を次のような六つの一

般的原則、つまり誠実、約束の厳守、公正、他人

への尊敬、同情と統合という原則に集約されると

いうことをいっている。これに基づけば、その成

果を完全に具体化するためには、大部分は領域に

特殊な行為指導、たとえば購買領域に関するような

倫理的に重要な利害集団との談話が行わることにな

る81。このような談話文化はいつも当事者のイニ

シャテイブに基づいて主導的に進められて機能さ

れるとは限らないから、通常では、さらに倫理的

反省の「可能モデル」に対する組織的規制が企業

において考慮しなければならない。このことは特

に、倫理的反省能力を巡る努力が開始される段階

にあてはまるのである。

Ｆ．企業倫理の遂行－道徳的アピールからジレン

マ構造の論議論証的解明へ

経営経済学の領域における倫理的努力は、通常、

それは単に外部からの道徳的考察という形で企業

に持ち込まれたという非難にさらされている82。

しかしながら、このように人指し指を高く掲げる

単なるアピールは効果なく消え去るであろう。ま

た経営経済学の歴史における文献、そして当然と

りわけ資本主義批判では、ここではそのすべてを

列挙することができないし（そしてすべきではな

い），そのような諸関係に対する道徳的考察な批

判のケースが豊富に述べられている83。これに対

して、倫理を効果的にするためには、倫理的的方

向づけの成立、遂行と統制を、しかも経営の経済

的合理性と調和するように促進するすべての経営

職能を形成することが主張されなければならない

のである。

その際、倫理的要請は、何ら疑問を抱かずに経

済的目的のための手段にされてはならないという

ことが注意されなければならない。したがって、

企業倫理の遂行手段を追求する際には、経済的要

請と倫理的要請との間にジレンマ状態が生じてく

ることが通常考慮されなければならない。その際、

一義的な解答がまったく事前にプログラム化され

ていて与えられ得るのではなく、むしろ実践理性

の適用という意味における特殊な意思決定状況に

おいては、決定的な（権威づけられた）意思決定

になるためには、そのときどきの行為選択の優劣

に関する考量が行なわれなければならいというこ

とが、真のジレンマ構造の本質なのである。

その際には、情報システムによって，論議論証

の基礎が一層複雑になり、またその詳細な分析が

可能になるが、結局は、計算によって（数学的に）

描写し技術的には答えられないところの、規範的

にコンフリクト関係にある目的間の考量の問題の

解決が常に残るのである。したがって、このよう

なジレンマ構造には、その根拠とそれに対する反

根拠の考量が可能となるような論議的論証に支え

られた行動様式が切に要求され、そしてその結果、

企業倫理の実行との関連においてもその重要性が

増大するに違いないのである84。

明らかになったこれまでの問題は、ジレンマ構

造の意義の増大に適切に対応できる、つまり企業

の運営を経済能率的であると同時に、倫理的に有

効的に形成するのに役立つ経営モデルはいかなる

姿であるべきであったということである。実際的

にはまず、第一に、企業管理に対するジレンマ状

況はしばしば直ちにそのようなものとして知られ

明らかになるのではなく、通常はじめて認識され

るに違いないということが確認されるのである。

その本質的な原因はすでに説明した分業的な経営

者行為の複雑性にある。倫理的ジレンマはすべて

の従業員の日常的な業務や階層レベルにあるので

ある。それゆえに、情報ネットを下位レベルに構

築するというような文献における提案によって、

コンフリクト状況が生じてくる可能性のある問題

をできるかぎり解決し、適切な意思決定レベルで

（テスト的に）論議するということが可能になる85。

情報収集のこの過程においては、その情報収集に

よって比較的狭い領域でしかコミュニケーション

の選択ができないがために、組織、人事および管

理といった経営職能には（コミュニケーションが

可能である組織構造、オープンな組織文化、人事

選抜、参加的管理様式といった）特別な意義が付

加される86。

このような情報的な説明過程から、その場で解

決することのできる日常の些細なコンフリクトの

他にまた、管理構造に特に注意されなければなら

ない重大なジレンマ状況が具体的に生じてくる。
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この関係においては、――たとえばサイモン

（Simon）の「相互作用統制システム」87の形態に

おけるように――意思決定の段階にいたった問題

解決に関しては論議論証的に行われるような組織

的な準備が特に必要である。このように展開され

る意思決定は、その結果、倫理的関心が実践的な

効果をもつようにするためには、経済的に動機づ

けられた方針は変更させられなければならないと

いうことになるであろう。たとえば極端な場合に

は、ある一定の事業が廃止される。逆に、あるジ

レンマの下では、たとえば経済的危機状況に直面

している発送業務での年少者労働の回避はラジカ

ルではなく、まったく理性的な歩調で実現されと

いうような倫理的目標設定を徐々に行なうことも

また意味あることであろう。

このような意思決定過程は、倫理はジレンマ状

況において実際的な機会をもたなければならない

が、組織と人事の一定の前提においてのみ成功す

ることができるということは明らかである。これ

らのことは経営者の心構えと価値表象、企業首脳

者の行動、組織やその他多くのサンクション機構

に関係している。要するに、トップマネジメント

の中核的任務が創りだされ保障される論議的論証

になじむような組織文化が必要とされる。レヴ

ィ・ストラウス社の最高経営責任者ボッブ・ハー

スはこの意味において、「倫理的な鋭敏化は組織

構造に織り込まれなければならい」し、そしてこ

のこと次のような七つの点で具体化されなければ

ならないことを主張した。すなわち、「倫理は人

びとの集合的な態度の機能である。そしてこれら

の態度は少なくとも七つの要因によって培われ支

持される。これらは、１責任あるビジネス行為に

対するコミットメント、２経営者のリーダーシッ

プ、３従業員への信頼、４組織の倫理的な将来予

想が人びとに明らかになるような計画と政策、５

オープンで正しい、そしてタイムリーなコミュニ

ケーション、６従業員が倫理的問題を解決する助

けとなる手段、７倫理の重要性を強化する報酬と

認知、がこれである88。

このような組織の典型は「信頼組織」としてす

べての従業員の統合と参加に基礎を置いているの

である89。この典型には倫理的な外部支柱指標と

して組織的規定が必要とされるが、最終的には、

彼らは自ら常にジレンマ状況に対して責任ある解

決に対するイニシャアチブを握っていなければな

らない。したがって明らかにこのような提案は、

組織形成に対する組織経済的背景から代表される

ような――刺激によって動かされて利益最適化を

図る者、狡猾な卑怯者や（潜在的な）欺瞞者の古

い人間像では企業倫理は内部からは明らかになら

ない――考え方とは対立している90。

Ｇ．企業倫理と経営経済学：総括と展望

これまでの考察から、われわれの考え方による

と、企業倫理は経営経済学の完全な構成要素とみ

なされなければなないということが明らかになっ

たはずである。企業倫理は公理的に決定された主

張によっては、――経営経済学では、一定の「見

解に立った考察」だけが問題になりうるであろう

――定義されないのである91。

われわれの要求は――すでに科学理論的に簡単

に述べたように――もちろん演繹的に根拠づけら

れるのではなく、実際の経営経済的な過程の批判

的再構成においてのみ根拠づけられるのである。

この意味において、企業管理の実践において問題

になっているような妥当性要求を真実と正義に基

づいて充たす意義は、それが要求として理解され

るときにのみ経営経済学の理論的努力の対象にな

るのである。経営実践が分業的行為の調整を（常

に）成功させるために（訓練によって教え込まれ

る行為基準として理解される）その「能力」が十

分であるという意味において問題がないかぎり、

新しい知識を巡る理論的努力をする直接的なきっ

かけは生じないのである。そしてこのことは当然

企業倫理にもあてはまる。これまで問題なく受け

入れられた妥当性要求が実践においてそれ自身問

題になるときにはじめて、実践それ自体において

であれ、当該科学においてであれ、理論的努力が

始まる体系的なきっかけが与えられるのである。

企業における経済的合理性（能率的な手段選択）

という技術的次元に関する真実性要求の検証が今

後とも問題になるばかりでなく、それと密接に結

びついて、目的と副作用に関するコンフリクトが

企業者行為に増大する点において政策的次元もま

た論議の対象になるといことを今日われわれに印

象深く教えているのは現在の実際的な経験であ

る。このようなコンフリクトは、それが単に技術

的理性の挑戦としては理解されない――ここで
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は、企業倫理はすでに述べた意味において要求さ

れている――ときにのみ効果的に克服される。

このような企業倫理は、法体系と市場経済的競

争が平和な行為調整を確実に完全に保証すること

ができるときに初めて不必要になるであろう―そ

のときに、道徳の体系的な場は範囲の秩序づけに

縮小される。しかしながら、社会的平和の確保が

秩序政策によって（必ずしも）うまくいかないと

ころでは、企業倫理的責任が直接な経済的行為の

場としての企業に増大する。したがってそのとき

には、企業倫理はまた、実践に助言的に援助する

努力をしなければならないから、経営経済学の完

全な構成要素になるのである。そのかぎりにおい

て、企業倫理は経営経済的な学問と研究のプログ

ラムに所属する。そうでない場合には、この学科

の正当性の基礎は脆弱である。われわれの論文は、

このような無理と思われるな要求はもはやまった

く見込みがないとみなす必要がない証拠として受

け入れられる価値があるであろう。

（注）

1 多くの個々の表題の論文と並んで､経済倫理と企業倫

理の主題に対するスローガンが､『経営経済学のエンツ

ュクロペディー』の辞典､特に人事制度と組織の辞典

（たとえば､Steinmann/L‥ohr,1992a,1992bとPicot,1974を

参照）において､繰り返し取り上げられたという事実は

強調されなければならない｡企業倫理を巡る実際的な論

議は、上記のこと共にポエシェル社の雑誌『経営経済』

に掲載された論文（Steinmann/Oppenrieder, 1985）に

よって､提起されたのである｡著者達はいまでもこの点

について1998年に講師アントニ博士が行った研究と今

後生じてくる主題に関する教科書をポエシェル社で出

版するという提案（Steinmann/L‥ohr,1989､1991）はい

までも記憶に鮮明である｡それと平行しながら､アント

ニ博士は同様に学生のための『企業倫理入門』を共著

として出版しようという提案を了承した｡これについて

は､Steinmann/L‥ohr（1991,1994）を参照｡

2 この概要については､経済倫理辞典（Enderle他著､

1993）､経済倫理便覧（1999）､Kreikebaum（1996）と

Kurupinski（1993）を参照｡

3 これの概念的な概要については､特にハムブルクの保

養地での哲学フォーラムにおける総括的な討議（1994）

を参照のこと｡アメリカのビジネス･エシックスの動向

は模範およびリリーサーして経営経済学の領域におい

て貢献した｡概念的には､企業倫理とビジネス･エシック

スはもちろん思考的にはまったく同じではない｡後者は

多くの場合､経済生活のあらゆる問題と関係関係する

｢経済倫理｣の意味において理解されている｡

4 たとえば ､ Gabele/Kirsch/Treffert（1977），

Kaufmann/Kerber/Zulehner（1986），Silberer（1991），

v.Rosenstiel他（1993）の著名な諸研究を参照｡

5 道徳と倫理の区別については､Lorenzen（1991），S.37

ページを参照｡

6 雑誌Business EthicsのCorporate Social Responsibility

Report,Vol.15（2001）No.2, March/April､2001号を参

照｡

7 これの詳細については､Steinmann/L‥ohr（1994），62

－63ページを参照｡

8 たとえば､Rich（1985,1990）あるいはKoslowski

（1988）の優れた構想を参照｡そこにおいて､マクロ､ミ

クロ､その中間レベルにおいて国際的にも慣例となって

いる区別に基づいてタイミングよく企業倫理望を展望

したのは､Kurupinski（1993､103－104ページ）であっ

た｡

9 この概要については､特にSteinmann/L‥ohr（1991），

Albach（1992）,哲学フォーラム（1994），ヌツィング/

ベルリンフォーラム（1999），その典型としては､Peter

Ulrich（1991,1993,1999），Homann/Blome－Drees

（1992），Steinmann/L‥ohr（1994），Wieland（1993,

1999），Kreikebaum（1996），批判的に論述している

Schneider（1990），Hax（1993）を参照｡

10 最初にこの問題を取り扱った論者としては､Fiedler－

Winter（1977），Plesser（1977），Silberer（1991）､そ

れから宣伝的意味合いをもつSchmidt（1986）､それに

対してより基本的で綱領的なものとしてvon Beckerath

（1988），Lay（1989），Enderle（1993），Staffelbach

（1994），Kreikebaum（1996）を参照｡

11 Gr
‥
oschner（1991）を参照｡

12 同上､114－115ページを参照｡

13 Stone（1975），Steinmann/L‥ohr（1994），115－116

ページを参照｡

14 このような期待をKofi AnnanとRoman Herzogが

1999年にダヴォスの世界経済サミットにおいて表明し

た｡Herzog（1999）を参照｡

15 Apitz（1987），Shrivastava（1987），L‥ohr（1991），

9－10ページを参照｡

16 これとの関連における連合の役割については､

Meister/Banthien（1998）とHansen（1998）を参照｡

もしそこで､錬り挙げられた考察が実践的に重要性があ
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るはずだとされたときには､その連合はもはや単に特定

の人びとの利益を追求する単なる私的組織ではなく､

｢公共の利益」に対する責任も負うことになるであろ

う｡そうするとその際に､連合の理論と正当性について

対立する意味合いが生じるであろう｡

17 ｢ビジネス･エシックス｣というテーマに関する過程

は､ずっと以前からアメリカにおいてはたいていの場合

MBA教育の標準となっており､その上しばしば学士号

の要件となっている｡これにつ いての代表的なものと

して､Dunfee/Robertson（1988），Piper/Gentile/Parks

（1993）を参照｡内容的な位置づけについては､たえば

Carroll（1993），DeGeorge（1999），Post/Lawrence

/Weber（1999），Velasquez（1998）のアメリカの教科

書を参照｡オランダのKluwer出版社はジャナール･オ

ブ･ビジネスエシックスの他に､独自の専門雑誌｢Teaching

Business Eththics」を出版している｡

18 これについて詳細には､Schneider（1990,1999）を参

照｡

19 Nicklischの門下生であるFritz Sch
‥
onpfflung（1954）

は､倫理的－規範的学派の模倣者としとりわけJonn

Friedrich Schar（1923）を挙げられている。Rudorf

Dietrich（1914）とHeinrich Nicklisch（1922,1932）｡

20 Nicklisch（1932）の他にここでは特にW.Le Coutre

（1943）あるいはまたC.Sandig（1933）が挙げられなけ

ればならない｡詳細については､Hundt（1977）,S.89－

90､特に95ページの区分ナンバー（FN）14および15を

参照｡Nicklisch（1933a,b）は､権力掌握直後の1933年7

月にベルリン商科大学の大講堂でのドイツ商学士組合

連合の公開講座｣において､次のような基調講演を行っ

た｡｢国民社会主義国家における経営経済学｣ではその際

に｢どのような政策が必要となるか という目標を設定

し､まず、第一にこのような方法にとって重要な関連を

解明に貢献するかは､そのすべての活力を新しいドイツ

の指導者に委ねる｣（Nicklisch 1933a S.172）という経

営経済学者へのアピールに明確に表明されている｡

21 これについては､Hund t（1977），S . 8 9－90，

Schauenberg（1984），Gmahle（1968）を参照｡

22 1933年に最初に出版された著作は1936年に逝去した

Fritz Sch
‥
onpflugの研究仲間であるHans Seischabによ

って1954年に増補されたが､実際には注釈抜きでポエシ

ェル出版社から第二版として出版された｡

23 K.Hax （1956）,S.498.

24 同上､S.502.

25 たとえば､August Marxの論文（1955,1963）あるい

はNicolai Hartmannの範疇論に対する関連において言

及したWilhelm Hasenack（1952,1961）の論文を参照｡

26 Kalveram（1949,1951）および特に残念ながら多少次

第に忘れ去られているFischerの著作（1929,1950,1952）

を参照｡Fischerの総括的な評価については､Gaugler

（1999）､そこではとりわけRehermann（1999）をも参

照｡その論文の最後にある興味ある覚え書きは､次のよ

うになっている｡Wilhelm KalveramはErich Gutenberg

の大学教授資格授与の認定者であった｡｢グーテンベル

ク学派の継承者｣に関する概要は､Zeitschricht f‥ur

Betriebswirtschaft Jg.58（1988）,Heft 1に記載されて

いる｡

27 Albach（1991）,S.X. これについては､Rehermann

（1999）,S.178も参照｡

28 経営の社会的給付に関する論議については､特に

Gaugler（1957,1960）を参照｡

29 これに関する研究として､労働界の人間化についての

Staehle（1973,1975）あるいは共同決定の根拠づけに対

するSteinmann（1969）を参照｡

30 このような｢架橋原理｣等々の論議については､Abel

（1978）,S.174－175を参照｡

31 批判的合理主義の科学プログラムの擁護者として､た

とえばWitte（1972,1977）､Schanz（1988a,1988b）を参

照｡その専門領域内の論議については､特にK‥ohlerの著

作（1977）を参照｡

32 批判的合理主義と方法的構成主義の間でのその時ど

きの激しい論争については､Steinmannの論文（1978）

を参照｡Chmielewicz（1979）とK‥ohler（1966）は研究

に関する種々な考え方においてわれわれと緊張領域に

ある価値判断問題の詳細な論議を提示している｡

33 この展開の詳細な再構成については､L‥ohr（1991），

S.89－90を参照｡

34 これについては､倫理を｢経済｣と｢技術｣の教育課程に

おける専門科目として大学に設置を義務づけるという､

バーデン･ヴュルテンベルク州の首相Teufelの発案を参

照｡

35 Dieter Schneiderの論文（1990）の衝撃的な見解がそ

うである｡

36 これについは､特にHomann（1992）のアプローチを

参照｡

37 Homann（1997）を参照｡

38 Koslowski（1986）を参照｡

39 これについては､2001年にケンブリッチ大学出版会か

ら17巻として出版された同名の雑誌を参照｡

40 W‥unsch（1927），Ross（1971），Tautscher（1957）

を参照｡Nell－Breuningは特に経営者－従業員､所有問

題と共同決定の関係に言及している｡たとえば､Nell－

Breuning（1968），またはRich（1985）を参照｡
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41 たとえば､M‥uller（1966），R‥opke（1956,1961）,Gemper

（1973）を参照｡

42 詳細には､Steinmann/ZerfaB（1996）,S.95－96

43 Roos/Watrin（1989）,Klose（1988）,Ockenfels

（1993），あるいは古典的にはWeber/Tischleder（1931）

を参照｡

44 これについては､競争は均衡を探求する方法ではな

く､未来を形成する創造的な過程として理解されなけれ

ばならないことを強調するBuchanan/Vanberg（1991）

の鋭い批判を参照｡

45 Scherer/L‥ohr（1999）を参照｡

46 かなり先のStone（1975）､総括的にはSteinmann /

L‥ohr（1994），S.115以下を参照｡

47 これについては､基本的にSteinmann/Gerhard（1992）

を参照｡

48 さらにはSchneider（1999）を参照｡

48 基本的には､Lorenzen（1991）を参照｡

50 詳しくは､Lorenzen（1987､1991）を参照｡

51 Dietrich（1914）,Sch‥ar（1923）,Nicklisch（1922

,1932）を参照｡

52 Schmalenbach（1912,1970）を参照｡

53 Lisowski（1950）,S.606.

54 Albert（1975）､S.14－15を参照,その論議と批判につ

いては､Schanz（1988a,1988b）を参照｡

55 現在における哲学的な理性概念のスペクトルについ

ては､MittelstraB（1989）を参照｡

56 これについては､Steinmann（1978）における論議を

参照｡

57 Wohlrapp（2000）は､行為概念の目的合理的な狭隘

化は回避されなければならいとみている｡彼は､｢価値合

理性｣（目的達成の主観的－美学的な次元）と｢意味合

理性｣（（自己）信頼原則の意味問題）に沿って｢目的合

理性｣を超越する拡大された行為概念を提唱した｡

58 Kambarte l（1989 ,1992），Hartmann/Janich

（1996,1998），Lorenzen（1987），Steimann/Scherer

（1998）を参照｡

59 Kambartel（1989）を参照｡

60 Lueken（1992）,S.118を参照｡

61 このことをすでにMax Weber（1972）はS.28､122－

123で権力と支配を周知のように区別することによって

そのようにみなしていた｡

62 Lorenzen（1987），S.239,Steinmann/L‥ohr（1994），

S.74を参照｡

63 Kambartel（1989,1992）｡

64 このような行動様式はすでに｢理性の文化｣を前提に

しているから､相対主義の非難は明白である｡これに対

して､実践論理的で非経験的な文化概念がその考え方の

基礎になっていることを示唆しているのがKambartel

である｡この意味における理性の文化は､常に他の文化

との非ドグマ的相互作用に対してオープンでなければ

ならないであろう｡Kambartel（1998）､S.212－213を参

照｡

65 Hanekamp（2000）,S.16－17,類似のものとしては､

Nida－Rumelin（1996）,S.60－61を参照｡

66 Hanekamp（2000）,S.16を参照｡提案された区別はそ

こでは共通行為に対するその合目的性を考慮して自ら

導入されている｡

67 これについて詳しくは､Hanekamp（2001）を参照｡

68 これについては､ポエシェル出版社の『企業倫理の

リーダー』への基礎的な論文であるLorenzen（1991）,

S.48を参照｡

69 Steinmann/L‥ohr（1991,1994,1995），L‥ohr（1991）を

参照｡

70 それはとりわけ､企業は利潤原理の発現としての形態

である形式的な合理性要求に対峙する市場経済におけ

る俳優とみなされること､等々を意味している｡この原

理は､通常法律と企業倫理の実質的な合理性要求によっ

てその作用領域において制限されるが､不変な原理であ

る｡Schwinn（2001,S.321－322,特にS.327－328）は､合

理性標準の混合と解釈するミュンヒ（M‥unch）の｢相互

浸透命題｣に反対していることは正しいのである｡ここ

でまた､われわれの受けとめ方とは逆に利潤原理は利害

中性的ではないであろうということからわれわれの命

題を利潤原理の形式的な性格から繰り回し攻撃したウ

ルリッヒ（P.Ulrich）との論争もまた生じてくる｡しか

しこの論議の際には､まさに（Schwinnによって強調さ

れた）利潤原理の機能は経済的価値領域の統合に対す

る形式的な調整命令として展望されている｡その際､｢不

変の形式的合理性の下では､…どのような方向へその領

域が実質的に追い込まれるかによって､生活関係は重大

な変化を被ることになる｣と､Schwinnは上掲書S.327で

いっている｡

71 たとえば､Brief（1955），R‥opke（1961）を参照｡

72 計画によって決定された中央集権的な運用の基本的

な批判については､Steinmann/Schrey‥ogg（1997），

S.121－122とSchrey‥ogg/Noss （1994）を参照｡

73 たとえば､Klose（1988）を参照｡

74 たとえば､Beck（1988）を参照｡

75 これの詳細については､Steinmann/Olbrich（1998）

を参照｡

76 順応と高潔性アプローチとの区別については､Paine

（1994）を参照｡
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77 この意味において､いわゆる｢ガイドラインの宣言｣に

基づいたアメリカの企業においては､完全に具体的な倫

理的手段が始動し制度化されている｡Wieland（1993），

Steinmann/Olbrich（1998）を参照｡

78 これについては､レヴィ社の最高経営責任者ボッブ･

ハース（1994）の見解を参照｡

79 これの詳細については､経済理論形成の人間像に対し

て鋭い批判をしているGhoshal/Moran（1996）を参照｡

80 Haas（1994）,S.508（強調は原著者）

81 上掲書S.508を参照｡このような確定の結果レヴィ社

は､労働条件や人権制約で問題のある国ぐににおいて生

産してはならないという義務を負うことになった｡

82 この非難については､たとえばDieter Schneider

（1990）を参照｡

83 たとえば､R‥opke/Hunermann/M‥uller（1956）の興

味ある事例を参照｡

84 ここで､このような論議的論証になじむ構造を追求す

ることは､環境の複雑性と不確実性の条件の下での論議

論証的行動による意思決定問題の状況関連的な処理が

戦略的な企業管理の枠組みにおいても意義があるから､

経済的必要要件と形式的にはまったく矛盾しないとい

うことが想起されるのである｡この実情はとりわけ体系

的にしばしば企図された戦略的統制において論じられ

ている｡Steinmann/Schrey‥ogg（1986），Schrey‥ogg/

Steinmann（1987），Scherer（1995）を参照｡

85 詳細については､Stone（1975）とSimons（1995），

S.91－92を参照｡

86 Steinmann/Schrey‥ogg（1986）を参照｡

87 Simons（1995），S.91－92を参照｡

88 Hass（1994）S.508.

89 信頼組織の概念については､Ble icher（1982），

Walgenbach（2000）を参照｡

90 ここで､Homann/Suchanek（2000）の経済的ジレン

マ構造の結論に対する理論的企ては､理論的遊びに似た

考え方によって､倫理的問題の基礎構造の周辺を通り過

ぎているということもまた明らかになる｡その際の真の

倫理的ジレンマは､目標とされる行為水準の解決を事前

的に算定する見通しができ､実際に解決できるように､

その領域秩序の規制を超えないように｢加工｣されるの

である｡意思決定が最終的には人間にある――そしてそ

こに自由な意味においてまた完全にそうでなければな

らない――ところでは､この意思決定を打算的な働きを

する刺激構造に｢密かに｣移行させ､そしてそれによって

意思決定の意味を喪失させることはできないのである｡

91 たとえば､｢人間は所得獲得に努力しなければならな

い｣ということ以上には根拠づけの発端はない､とその

一般経営経済学においていったDieter Schneideの主張

もそのようなものである｡
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